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蒲郡市市税条例等の一部を改正する条例 

 

別紙のとおり 

 

提案理由 

地方税法の改正に伴い、所要の改正を行うため提案する。 

 

 



蒲郡市市税条例等の一部を改正する条例 

 

（蒲郡市市税条例の一部改正） 

第１条 蒲郡市市税条例（昭和２９年蒲郡市条例第１０号）の一部を次のように改

正する。 

  第１４７条第２項中「、第２３項、第２４項」を「、第２２項から第２４項ま

で」に、「又は第３０項から第３３項まで」を「から第３１項まで、第３３項又は

第３４項」に改める。 

附則第２条の３を次のように改める。 

（特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例） 

第２条の３ 平成３０年度から平成３４年度までの各年度分の個人の市民税に限

り、法附則第４条の４第３項の規定に該当する場合における第３２条の規定に

よる控除については、その者の選択により、同条中「同条第１項」とあるのは

「同条第１項（第２号を除く。）」と、「まで」とあるのは「まで並びに法附則第

４条の４第３項の規定により読み替えて適用される法第３１４条の２第１項

（第２号に係る部分に限る。）」として、同条の規定を適用することができる。 

  附則第５条の２第４項中「附則第１５条第２項第６号」を「附則第１５条第２

項第７号」に改め、同条中第６項を第１１項とし、第５項を第１０項とし、第４

項の次に次の５項を加える。 

５ 法附則第１５条第３３項第１号イに規定する設備について同号に規定する市

町村の条例で定める割合は３分の２とする。 

６ 法附則第１５条第３３項第１号ロに規定する設備について同号に規定する市

町村の条例で定める割合は３分の２とする。 

７ 法附則第１５条第３３項第２号イに規定する設備について同号に規定する市

町村の条例で定める割合は２分の１とする。 

８ 法附則第１５条第３３項第２号ロに規定する設備について同号に規定する市

町村の条例で定める割合は２分の１とする。 

９ 法附則第１５条第３３項第２号ハに規定する設備について同号に規定する市

町村の条例で定める割合は２分の１とする。 

附則第５条の３第６項第５号中「費用」の次に「及び令附則第１２条第３６項

に規定する補助金等」を加える。 



附則第１２条中「若しくは第４２項」を「、第４２項若しくは第４５項」に、

「第３０項から第３３項まで」を「第３４項」に改める。 

附則第１４条及び第１５条中「第２０項」を「第１９項」に改める。 

  附則第２６条第２項から第４項までの規定中「平成２７年４月１日から平成２

８年３月３１日まで」を「平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで」

に、「において、平成２８年度」を「には、平成２９年度」に改める。 

 （蒲郡市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 蒲郡市市税条例等の一部を改正する条例（平成２７年蒲郡市条例第１７号）

の一部を次のように改正する。 

  附則第５条第６項の表第８５条の５の項中「第８５条の５」を「第８５条の５

第１項」に改め、同条第９項の表第６項の表以外の部分の項中「第３項」を「第

３項の」に、「第８項」を「第８項の」に改め、同表第６項の表第８５条の５の項

の項中「第８５条の５」を「第８５条の５第１項」に改め、同条第１１項の表第

６項の表以外の部分の項中「第３項」を「第３項の」に、「第１０項」を「第１０

項の」に改め、同表第６項の表第８５条の５の項の項中「第８５条の５」を「第

８５条の５第１項」に改め、同条第１３項の表第６項の表以外の部分の項中「第

３項」を「第３項の」に、「第１２項」を「第１２項の」に改め、同表第６項の表

第８５条の５の項の項中「第８５条の５」を「第８５条の５第１項」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

⑴ 第１条中蒲郡市市税条例附則第２６条の改正規定及び附則第５条の規定 平

成２９年４月１日 

⑵ 第１条中蒲郡市市税条例附則第２条の３の改正規定及び次条の規定 平成３

０年１月１日 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の蒲郡市市税条例（以下「新条例」という。）附

則第２条の３の規定は、平成３０年度以後の年度分の個人の市民税について適用

する。 

 （固定資産税に関する経過措置） 



第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、

平成２８年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成２７年度分までの

固定資産税については、なお従前の例による。 

２ 新条例附則第５条の２第５項の規定は、平成２８年４月１日以後に新たに取得

される地方税法等の一部を改正する等の法律（平成２８年法律第１３号）第１条

の規定による改正後の地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「新法」とい

う。）附則第１５条第３３項第１号イに規定する設備に対して課する平成２９年度

以後の年度分の固定資産税について適用する。 

３ 新条例附則第５条の２第６項の規定は、平成２８年４月１日以後に新たに取得

される新法附則第１５条第３３項第１号ロに規定する設備に対して課する平成２

９年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

４ 新条例附則第５条の２第７項の規定は、平成２８年４月１日以後に新たに取得

される新法附則第１５条第３３項第２号イに規定する設備に対して課する平成２

９年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

５ 新条例附則第５条の２第８項の規定は、平成２８年４月１日以後に新たに取得

される新法附則第１５条第３３項第２号ロに規定する設備に対して課する平成２

９年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

６ 新条例附則第５条の２第９項の規定は、平成２８年４月１日以後に新たに取得

される新法附則第１５条第３３項第２号ハに規定する設備に対して課する平成２

９年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

７ 新条例附則第５条の３第６項第５号の規定は、平成２８年４月１日以後に改修

される新法附則第１５条の９第９項に規定する熱損失防止改修住宅又は同条第１

０項に規定する区分所有に係る家屋に対して課する平成２９年度以後の年度分の

固定資産税について適用する。 

（都市計画税に関する経過措置） 

第４条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成２８年度以後の年度分の

都市計画税について適用し、平成２７年度分までの都市計画税については、なお

従前の例による。 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

第５条 新条例附則第２６条第２項から第４項までの規定は、平成２９年度分の軽

自動車税について適用し、平成２８年度分の軽自動車税については、なお従前の



例による。 


